
＼ 賃上げに取り組む中小企業を支援します ／

中小企業経営革新・賃上げ
緊急支援補助金

（補助率 ２／３）

設備機器導入費 システム導入費

広告宣伝費外 注 費

新商品や新サービスの開発、商品の
新たな生産方式の導入など、新たな
事業活動を行うことにより、経営の相
当程度の向上を図る事業計画のこと
です。

経営革新計画とは？

福岡県経営革新 補助金

令和６年６月２１日以降に福岡県から経営革新
計画の承認（変更承認を含む）を受けていること

補助
上限額 １００万円

福岡県から承認を受けた経営革新計画に基づく

新事業活動の実施に必要な経費を一部補助します

要件１

要件２

補助事業終了時までに事業場内最低賃金を
30円以上引き上げること

※上記以外の要件については、交付要綱をご確認ください。



【お問い合わせ先】
＜経営革新計画の制度に関すること＞
福岡県商工部 新事業支援課 新分野推進係
（平日９時から１７時まで）
電話０９２－６４３－３４４９
※申請様式は福岡県のホームページ
からダウンロードしてください。

＜経営革新計画申請書類の提出に関すること＞
福岡県行政書士会
「福岡県経営革新計画形式審査事務局」
（平日９時から１７時まで）
電話番号０９２－４０２－１２２９

「経営革新計画」の申請及び
「中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金」申請の流れ
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【補助金に関するお問い合わせ先】
公益財団法人
福岡県中小企業振興センター
（平日８時３０分から１７時１５分まで）
電話番号 ０９２－６１２－５００３

※補助内容、様式等の詳細については
ホームページにてご確認ください。

商工会又は商工会議所の経営指導員等へ作成相談

経営革新計画策定指導員へ策定指導依頼【依頼期限：令和７年５月２３日】【必須】

経営革新計画の申請

福岡県による計画審査

承認通知（書面）

事前準備（申請書作成）

・経営革新計画策定指導員による助言・指導、申請者の補正作業を行います。
・経営革新計画策定指導員への依頼は、商工会又は商工会議所の経営指導員
または、中小企業振興事務所にお尋ねください。

補助金の申請

審査・交付決定

補助金事業の実施

実績報告書の提出

実績報告書の審査

＜申請先＞
〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町９－１５
福岡県中小企業振興センタービル６階
公益財団法人福岡県中小企業振興センター 補助金担当宛

福岡県 中小企業 検索

補助金の入金

（１）

（２）

計画
承認後

補助金額の確定

福岡県経営革新 補助金 検索

※経営革新計画承認後に、補助金の申請を行う必要
があります。

※経営革新計画が承認された場合でも、審査の結果、
補助金が交付とならない場合があります。

＜申請先＞
〇3月17日まで：福岡県商工部 新事業支援課 新分野推進係
○3月18日から：福岡県行政書士会「福岡県経営革新計画形式審査事務局」
※詳細は福岡県のホームページをご覧ください。




